
マイナンバーカードを受け取る際に顔認証マイナンバーカードへ切り替える場合（交付時来庁方式）

手続きの流れ

※書類は全て必要です。不足があると手続きができないためご注意ください。

【必要書類】
ご本人が窓口へ来庁 代理人が窓口へ来庁

　※『顔認証マイナンバーカードへの設定切替申請書』は
　　　窓口に設置していますので、ご来庁時にご記入くだ
　　　さい。

※ご来庁前に墨田区マイナンバーカードコールセンターあてに
　代理人による手続きについてご相談ください。

　03-5608-6370（平日の午前8時30分から午後5時まで）

・代理手続きの相談後に、区から送付された書類
　および指定された書類すべて
　（封入及び封緘が必要な書類があります。）

・『個人番号カード・電子証明書発行通知書兼照会書』
・マイナンバーカード受領時に必要な本人確認書類
  『個人番号カード・電子証明書発行通知書兼照会書』の
　裏面をご覧ください。
・『顔認証マイナンバーカードへの設定切替申請書』

区役所または出張所の端末

で切替の設定をし、マイナ

ンバーカードが交付される。

マイナンバー

カードを申請する。

墨田区から個人番号カード交

付・電子証明書発行通知書兼

照会書が送付される。

本人もしくは代理人が窓口へ来庁

区役所または出張所で顔認

証マイナンバーカードへの

切替を申請する。

※出張所でのカード受取は
予約が必要です。


